
 

健康安全教育全体計画 

 令和５年度                                             大野中学校 

 

学校課題 
・登下校時の指導の充実を図り，自分の

命を自分で守る態度を育成していく必

要がある。 

・掃除や空き教室の環境整備，日常点検

等を通して環境衛生に対する意識をさ

らに高め，健康的で美しい環境づくり

に取り組ませる。 

・好き嫌いなくバランスよく食べようと

するなど望ましい食習慣を身に付けさ

せる指導の工夫が必要である。 

・地域や家庭，関係諸機関と協力して，

生活習慣や心身の健康安全に努めるこ

とが必要不可欠である。 

 

 
 

 

 

学校の教育目標 
温かく，さわやかな大野中の生徒 

 
 
 
 
 
 

 町教育委員会の方針と重点 
 

◎児童生徒の健康と命を守りきるた
めに，学校・家庭・地域社会・関係
諸機関及び学校相互の連携や情報
交換を密にし，地域や学校の実態に
応じた実効性のある対策を講じ，健
康被害や事件事故及び自然災害等
による被害の未然防止に万全を期
す。 

○体力・運動能力，生活習慣（早寝・
早起き・朝ご飯・メディアコントロ
ール等）や心身の健康状態，安全に
対する意識・行動を的確に把握し，
各学年・校種間の関連を図った指導
を充実する。 

○健康で安全に生き抜く力が育つよ
う，各教科等の特質及び相互の関連
を踏まえつつ，それぞれの目標やね
らいの実現を目指した指導方法や
指導体制を工夫改善するとともに，
運動の日常化や個に応じた指導の
充実を図る。 

    

    

 健康教育の目標 
 
健康と安全に関する意識を高め，心身の健康 
 
を自ら管理する力を身に付ける。 

 

    
健康教育の重点 

・健康安全に対する意識の高揚を図り，自己管理能力・危険予知能力を育てる。 
・よりよい環境づくりに対する意識の高揚を図り，美化に取り組む態度を育てる。 
・生徒の安全確保に向けた安全点検と救急体制の充実を図る。 
  

 
健康教育推進の観点 

 
教育の側面 管理の側面 

 

・歯・口に関する指導 

・喫煙，飲酒，薬物の防止に関する指導（三師会との連携

を図って実施） 

・精神の発達と自己形成を促す指導（心の健康教育） 

・インフルエンザ，コロナウイルス等感染症予防に関する

指導（手洗い，マスク，換気） 

 保 健  ・定期健康診断を計画的に実施 

・発育測定結果をもとに机・椅子の調整 

・学校薬剤師との連携を図り，環境衛生活動を充実させる。

（冷暖房器具点検，ＣＯ２・湿度・照度・騒音測定など） 

・救急体制の充実を図る 

（救急法・アナフィラキシーへの対応） 

・学校保健安全委員会の開催 

・感染症予防（手洗い，マスク，換気） 

  
心身の状態を知り， 

健康増進に努める。 

・交通安全，交通マナーに関する指導 

・災害時，不審者侵入時における安全な避難，対応に関す

る指導 

 （授業時経路確認・災害時対応訓練・不審者対応訓練） 

・校内の安全な過ごし方と意識の指導 

・安全な登下校の仕方と意識の指導 

 安 全  ・毎日の下校指導，一斉下校指導（ターム毎） 

・安全点検（毎月） 

・命を守る訓練（年３回），引き渡し訓練（年１回） 

（災害，不審者対応，救急法） 

・通学路，体育大会器具等の点検 

 

 
危険を予知し， 

けがや事故を防止 

する。 

・栄養教諭と連携を図った食育の指導 

・健康を考えた食事の摂り方の指導 

・食事マナーの指導 

・衛生的な配膳の仕方，片付け方の指導 

 食  ・正しいランチルームの使い方・教室での給食の在り方 

・残量調査 

・衛生管理（配膳室の日常点検と年２回の定期点検）と食中

毒予防 

・食に関するアンケートと栄養摂取の指導 

 
望ましい食習慣を 

身に付ける。 

 

・保健体育の授業を通して，安全で健康的に運動を楽しむ

指導 

・持久力・跳躍力の向上を図る継続的な指導 

・部活動を通して，心身を鍛える指導 

 運 動  ・実態をもとにねらいや目標を明らかにした保健体育の授業 

・生徒の安全と健康を優先した部活動指導 

・活動場所，道具などの安全面での配慮 

・けがや事故の緊急時における適切な処置 

・施設点検および使用前点検（年２回） 

 
健康のために進ん 

で運動する。 

 

・生徒会活動を通して，美しさを追求する清掃活動の指導 

・毎日の教室環境点検活動の指導 

・空き教室の整理，整頓の指導 

 

 環境衛生  ・環境衛生 

・トイレ，手洗い場の管理，点検 

・机，椅子などの点検，修繕 

・掃除道具の管理，点検 

・ゴミの減量と分別収集 

・床のワックスがけ（長期休業前） 

 
健康的で美しい 

生活環境をつくる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校保健安全委員会 

・年２回，学校医，ＰＴＡ役員を招いて，生徒

の健康状況，学校環境衛生活動，健康教育活

動について話し合いの場をもつ。 

・学校医からの指導や要望などを保健安全教育

に生かす。  

・学校が改善した学校防災マニュアルの検討や

改善の方途についても検討する。 

地域の関係機関等との連携 

・交通安全教室（警察署等） 

・薬物乱用防止教室(医師会等) 

・防煙教育（医師会等） 

・不登校対応と研修 

（スクールカウンセラー，適応教室） 

・職員研修での救急法研修（消防署） 

・保健所との連携 

校内保健安全指導部会等 

 

・ターム毎に健康安全について話し合い

の場をもつ。 

・基礎・基本を習得し、課題を深く追究できる生徒 

                【確かな学力】 

・仲間の気持ちを考え、行動できる生徒 

  【思いやる心】 

・より高い目標の実現に向け、努力し続ける生徒 

              【よりよい生き方】 

食育推進委員会 

・栄養職員を中心に，給食時間や掲示資料など

実態調査をもとに，食に対する啓発を図る。 

・PTA活動との連携を図る。 

学校安全対策委員会 

・学校だより・学年通信・ＰＴＡ広報等

の発行や学校ＨＰ・学校評価を通して，

情報収集をより一層図る。 

食物アレルギー対応委員会 

・生徒の実態を把握する場を設け，全職員が

周知徹底する。 

・アレルギー症状への対応の仕方を訓練する。 


